
株式会社スマートチェックアウト（以下「甲」という。）と、甲の加盟店となる貴社（以下「乙」とい
う。）は、甲が提供するインターネット、電話回線その他の通信手段（以下「本件通信」という。）を
用いたクレジットカード、電子マネー及びPayPayの決済代行サービス（以下「本サービス」という。
）の利用について、以下のとおり契約（以下「本契約」という。）を締結する。

第１条（定義）
本契約で用いる用語の意味は、以下のとおりとする。
1.
「本サービス」：　甲が提供する本件通信を用いたクレジットカード、電子マネー及びPayPayの決済
代行サービス。
2. 「カード」：　Visa/Mastercard/JCB/American Express/Diners
Club/銀聯（UnionPay）によって都度指定される形態でのマーク/言葉/ロゴおよび/またはホログラム
を持った、正当な Visa/ Mastercard/JCB/American Express/Diners Club/
銀聯（UnionPay）のカードで、 Visa/ Mastercard/JCB/American Express/Diners
Club/銀聯（UnionPay）および、「電子取引マーチャント契約」の定めによりその都度処理すること
に銀行が同意し得るその他カードのメンバーである、いずれかの金融機関によって発行されるクレジッ
トカード。
3. 「カード会社」：　Visa/ Mastercard/JCB/American Express/Diners
Club/銀聯（UnionPay）その他場合に応じて甲が指定する会社。
4. 「オンラインカード・アカウント」：　Visa/ Mastercard/JCB/American Express/Diners
Club/銀聯（UnionPay）によって指定され、カード会社および「電子取引マーチャント契約」の定め
に従って銀行が都度処理することに同意し得る他のクレジットカードのメンバーであるいずれかの金融
機関によって発行される、有効なオンラインカードの口座。
5. 「カード発行会社」：　カードまたはオンラインカード・アカウントを発行している、 Visa/
Mastercard/JCB/American Express/Diners Club/銀聯（UnionPay）のメンバーである金融機関。
6. 「電子マネー」：
当該電子マネーの発行者が作成・発行・提供し、当該発行者所定のICカード、ICチップ搭載携帯電話、
サーバコンピュータ等の記録媒体に記録される金銭的価値を有する電子データであって、電子支払いに
用いることができる支払手段。本サービスの対象となる電子マネーは、QUICpay、iD、交通系電子マ
ネー（Suica、Pasmo、Kitaca、TOICA、manaca、ICOCA、SUGOCA、nimoca、はやかけん）、楽
天Edy、WAON、nanaco、PiTaPa。
7. 「電子マネー発行会社」：甲が加盟店契約を締結している電子マネーの決済事業者又はその提携先。
8.
「PayPay」：PayPay株式会社（以下「PayPay社」という。）が提供する代金決済サービスで、乙とP
ayPayユーザーである顧客との間の商品等の販売取引における、①PayPay残高による商品等代金の決済
、②カードによる商品等代金の決済（カード関連情報を乙自ら取得または保持することなく完了するも
の）または③その他の決済手段による商品等代金の決済を実現するための乙がPayPay利用申込みの際
選択したサービス、の総称をいう。
9.
「顧客」：　乙に商品および／またはサービスを注文し、カードの所有者、電子マネーの所持者又はPa
yPayユーザーとして正式かつ公式に金融機関、電子マネー発行会社又はPayPay社に名前を登録された
自然人または法人。
10.
「取扱商品等」：　乙が顧客に対して、本サービスを利用し販売または提供する商品またはサービス。
11.
「カード売上」：　顧客による、カードまたはオンラインカード・アカウントを用いて成立する取扱商
品等の乙からの購入で、「電子取引マーチャント契約」の規定に従って銀行により処理される売上。
12.
「電子マネー売上」：顧客による電子マネーを支払手段とする取扱商品等の乙からの購入で電子マネー
発行会社により売上承認が得られたもの。
13. 「カード料金」：　カード会社によって顧客に課されるすべての料金、違約金および手数料。
14. 「カード支払」：　顧客による、所定のカードによる取扱商品等の購入価格の支払。
15.
「チャージバック」：　カード保有者あるいはオンラインカード・アカウント保有者によって事後に異
議が申し立てられ、または異議の通知が対象のカードまたはオンラインカード・アカウントを発行する
金融機関によって銀行に対して行われた場合に「電子取引マーチャント契約」に基づいて成立するカー
ド売上についての乙に対する自動相殺その他の精算処理。
16.
「制限サービス」：　全部または一部が以下を構成もしくは関連し、またはその付属品となる製品やサ
ービス。
　Ⅰ. あらゆるタイプの違法又は公序良俗に反する物若しくはサービス。
　Ⅱ. 「オンラインカジノ」などの賭博またはギャンブル運営。
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　Ⅲ.
いわゆるマルチ商法もしくは連鎖販売取引あるいはそれに類似した販売形態による多重手数料収益構造
を含むか関連する活動。
　Ⅳ.
乙に適用される法によってあるいはカード会社の規則、規制または指令に基づいて禁止された商品、製
品、サービスまたは配給。
　Ⅴ.
暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業または関係者、総会屋等社会運動等標榜ゴロまた
は特殊知能暴力集団またはこれらに準ずる者その他の反社会的勢力と社会的に避難されるべき関係等を
有し、または有すると思われる物または活動。
　Ⅵ.
その他、上記のいずれかにおいて指定されたものと同様かどうかにかかわらず、甲が禁止する一切のサ
ービスまたは商品（甲によって指定されるあらゆるクラス・種類またはタイプの商品、製品、サービス
または配給等を含む）。
17.
「本オンラインサービス」：甲が開発し、甲が提供するソフトウェアを通じて電気通信回線を経由して
甲の指定サーバに接続することにより利用することができる以下概要のサービスを個別に又は総称した
もの
　Ⅰ. Pay Light Box：乙が本サービスに係る明細情報を取得することができるサービス
　Ⅱ. Pay Light Plus：乙又は顧客が利用することができる経営改善ソリューションサービス
　Ⅲ. Pay Light Room：乙又は顧客が利用することができる歯科医院の情報提供サービス
　Ⅳ. Medie Cup：乙又は顧客が利用することができる継続課金決済サービス

第２条（本サービス利用料金および支払等）
1.
本サービスの利用料金及びその支払（チャージバックによる精算を含む）は、本契約書の他に甲が別途
指定する通知書又は覚書の定めによるものとし、甲は、本サービスの利用料金その他の改定がある場合
は、乙に対し事前に予告して指定するものとする。
2.
甲は、甲の提携する企業、カード会社、カード発行会社、電子マネー発行会社またはPayPay社よりカ
ード売上、電子マネー売上、PayPay残高等による決済その他支払延期や支払拒絶の通知を受け取った
場合、乙に対してその旨を通知する。
3.
甲は、乙が本契約解除並びに本契約終了後に発生が予測される返金等の金額分として、乙に対し、原則
として最終決済日から６か月の間、カード売上、電子マネー売上またはPayPayによる売上の支払を延
期して留保することができる。甲が本契約に基づく乙に対する支払を延期して留保する間における利息
等は一切発生しないものとする。

第３条（取扱商品等に関する保証・誓約）
乙は、取扱商品等について、次の各号に規定する事項を保証し誓約する。
1.
本サービス利用店舗において販売または提供、販売または提供する予定の取扱商品等は、制限サービス
に該当するものを除くほか、甲が定める書式により乙が甲に対して事前に届出をなし、かつ、甲が承認
したものに限る。
2.
取扱商品等に関して、乙が顧客に提示する販売条件、商品説明等の表示説明と異なることのない、瑕疵
のない商品またはサービスの販売、提供を行うこと。
3.
乙が取扱商品等の提供等を行うために適用される一切の法令及びガイドライン等を遵守していること。

第４条（資料提出及び提供）
1.
乙は、甲、甲の提携する企業、カード会社、カード発行会社、電子マネー発行会社またはPayPay社よ
り、本サービスの運用に必要となる情報、資料等の提出及び提供を求められた場合は、甲の指示に従い
甲を経由して速やかに提出する。
2.
乙は、甲、甲の提携する企業、カード会社、カード発行会社、電子マネー発行会社またはPayPay社よ
り、顧客に関する調査その他の調査協力を求められた場合、甲の指示に従い甲を経由して速やかに対応
するものとする。
3.
甲は、甲の提携する企業、カード発行会社、電子マネー発行会社またはPayPay社に対する乙の加盟店
申請を取り次ぐ場合、乙が加盟店申請フォームに記録した情報を当該提携する企業、カード発行会社、
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電子マネー発行会社またはPayPay社に対する加盟店申請書に転記することができるものとし、乙はこ
れを予め承諾する。
4.
乙は、本サービスを利用した取扱商品等の決済額を、乙の取扱商品等を甲に紹介し又は本サービスの利
用のための加盟店審査手続を代行した者に対して、甲が開示することに同意する。
5.
乙は、第3項の加盟店申請後、QRコード決済を希望する場合、甲が第3項に掲げる乙の情報（資料や情
報の追加を求められた場合の当該追加資料等を含む）をQRコード決済事業者及びその取次事業者に開
示することを承諾する。本項の場合、本契約の適用においては、電子マネー発行会社に関する定めをQ
Rコード決済事業者に適用するものとする。
6.
乙は、PayPay社の定めるPayPay加盟店規約（オンライン決済用）その他関連する規約及びガイドライ
ン一式（https://about.paypay.ne.jp/docs/terms/paypay-merchant-terms-
online/にて特定されるもの。更新又は改正後の内容を含む）の承認のうえ、PayPayの決済代行サービ
スを甲に申し込むものとする。

第５条（禁止事項）
1. 乙は、本サービスを利用するにあたり、次の行為を行わない。
　①本サービスを利用する顧客に関する情報の改ざん。
　②本サービスを利用する顧客のカード情報を、その形状に関わらず保存する行為。
　③特定商取引に関する法律及び関連法規に違反する方法での販売及び勧誘行為。
　④審査時、虚偽の申告をする行為。
　⑤本サービスにおいて特定継続的役務提供に該当する契約を取り扱うこと。（乙が対面加盟店である
場合に限る）。
　⑥本規約の規定・条項に違反する行為。
2.
甲は、乙が前項各号に該当する行為を行っている場合、もしくは、該当する行為を行うおそれがあると
判断した場合、乙に対して本サービスの強制解約及び商品代金の全部または一部の返金、銀行・カード
会社・電子マネー発行会社、PayPay社または甲に発生した損害額を請求することができるものとし、
乙は請求があった場合即時にこれに従うものとする。

第６条（顧客との紛争）
1.
顧客からの取扱商品等についての苦情、返品・取替の請求、契約解除の請求、販売方法、表示等につい
ての指摘、クレーム、アフターサービス等に関しては、乙が責任をもってすみやかに対応するものとし
、甲、カード会社、電子マネー発行会社及びPayPay社に一切の迷惑をかけないものとする。
2.
前項の定めにかかわらず、甲が乙と顧客の紛争に巻き込まれ、損害賠償、紛争解決の費用その他名目の
如何を問わず費用の負担をした場合は、訴訟費用（弁護士費用を含む）その他甲が負担した費用の全額
を乙が負担するものとする。
3.
甲及び乙は、カードの代金や後払いチャージによる電子マネーまたはPayPayに関して、顧客がカード
発行会社、カード会社、顧客の所属する他のクレジット会社、電子マネー発行会社またはPayPay社等
に対し、支払停止の抗弁を主張し支払を拒否した場合、取扱商品等の代金にかかる金額の支払について
次の各号に定めるとおり対応することとする。
　①当該金額が乙に対して支払われる前の場合、甲は当該金額の支払を拒絶または保留することができ
る。
　②当該金額が乙に対して支払われた後の場合、乙は甲の請求に応じ、所定の方法にて当該金額を返還
する。

第７条（本サービスの停止）
1.
甲は乙に次の各号に定める事由のいずれかが発生したときは、事前の通知催告を要せず、乙に対して直
ちに本サービスの全部の提供を停止し、商品の全部または一部についての代金決済停止することができ
る。
　①破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理、解散、特別清算、私的整理ガイ
ドライン、事業再生ADRその他の債務整理に関する申立てがなされた場合。
　②振り出した手形又は小切手が不渡りとなった場合。
　③差押、仮差押、滞納処分、強制競売その他の強制執行を受けた場合。または、担保権の実行を受け
た場合。
　④乙、乙の関係者または顧客のいずれかにおいて、代金決済におけるカードの不正利用と思われる行
為があると甲が判断した場合。
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　⑤取扱商品等及び取扱商品等に関して乙が提供する情報、販売方法、広告宣伝、サービス内容等が不
適切であると甲が判断した場合。
　⑥取扱商品等または乙による顧客の個人情報の取扱その他に関して、第三者から甲に対して損害賠償
請求その他のなんらかの請求がなされた場合。
　⑦本契約に違反し、甲からの是正要請がなされたにもかかわらず違反状態が解消されない場合
　⑧乙が甲に対して届け出ている乙の連絡先に対して連絡が取れなくなった場合。
　⑨大規模災害等による回線障害等、不可抗力により本サービスの提供が不可能となった場合
　⑩通信回線業者等の設備保守、工事が行われる場合。
　⑪乙に信用不安が生じたと判断される合理的事由が生じたとき。
　⑫乙が本法令もしくは本契約に違反し、または、乙に適用される法令もしくは本契約に違反する事実
が生じたと判断される合理的事由が生じ、甲において乙に対する本サービスの提供を停止すべきである
と判断したとき。
2.
甲が必要と認める保守点検、整備等により、定期的または臨時に本サービスの全部または一部の停止を
行う場合、甲は乙に対し事前に通知、連絡を行うものとする。
3.
本条１項により乙の商品代金決済が停止された事、その他サービスの提供を受けられなくなった事によ
り、乙に生じる損害について、甲は何ら責任を負わないこととする。

第８条（解除）
甲は、乙において前条に定める事由が生じた場合、次条のいずれかに違反した場合、その他本契約に違
反する事実が確認されたときは、乙に対する何らの通知催告を要せず、直ちに本契約を解除することが
できる。

第９条（反社会的勢力の排除）
1.
乙は、本契約締結日現在において、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社
会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団、暴力団員でなくなってから5年を経過していない者、その他こ
れらに準ずる者（以下、これらを総称して「反社会的勢力」という。）のいずれにも該当しないこと、
及び以下の各号の関係に該当しないことを表明し、かつ、将来にわたって該当しないことを確約する。
　①反社会的勢力によって、その経営を支配される関係
　②反社会的勢力が、その経営に実質的に関与している関係
　③反社会的勢力に対して資金を提供し、または便宜を供与する等の関係
　④反社会的勢力を利用している関係
　⑤前各号のほか、役員等が反社会的勢力と密接な交友関係にある等社会的に非難されるべき関係
2. 乙は、自ら又は第三者を利用して以下各号のいずれの行為も行わないことを誓約する。
　①暴力的な要求行為
　②法的な責任を超えた不当な要求行為
　③取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
　④風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
　⑤その他前各号に準ずる行為

第１０条（遅延損害金）
乙は甲に対し、本契約に基づく支払債務の履行を遅延した場合、当該履行遅延金額につき支払期日の翌
日から支払満了日まで年利１４．６％の割合で、遅延損害金を支払うものとする。なお、遅延損害金の
計算は年３６５日の日割計算により算出するものとする。

第１１条（賠償責任）
1.
乙は、本契約に違反し、または、本サービスの利用に関連して甲に損害を与えた場合は、当該損害のす
べてを賠償する責任を負うものとする。
2.
乙は、本契約に違反し、または、本サービスの利用に関連して第三者との間で紛争が生じた場合は、す
べて乙の責任と負担のもとにこれを解決するものとし、甲に一切の負担または迷惑をかけないものとす
る。

第１２条（本契約に附随する諸規定及び契約内容の変更）
本契約締結後、甲が適宜定める通知手段を用いて、随時、乙に対して通知される諸規定は、本契約の一
部として構成されるものとし、乙はこれを承諾する。甲は、経済状況の変化や本サービス等の変更等に
より、本契約の内容または条件を変更することがある。この場合、本サービスの利用料金その他の提供
条件は変更後の約定に定める条件によることとし、改定後の約定も、本契約に基づく甲乙間の一切の関
係に適用される。
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第１３条（知的財産）
本サービス及び本オンラインサービスの提供その他本契約に基づくノウハウその他一切の知的財産は甲
に帰属する。

第１４条（守秘義務）
乙は本契約に基づき甲から得た一切の情報を第三者に漏洩してはならない。但し、以下の情報を除く。
①甲から開示を受けたときにすでに公知であったもの。
②甲から開示を受けたときにすでに自己が保有していたもの。
③甲から開示を受けた後に自己の責めに帰し得ない事由により公知となったもの。
④法令の定めにより監督官庁その他の行政機関に提出するもの。
⑤甲から開示を受けた後に第三者から守秘義務を負うことなく適法に取得したもの。

第１５条（有効期間）
1. 本契約の有効期間に関して、次のとおりとする。
　①非対面取引における加盟店契約：本契約締結日より1年間
　②対面取引における加盟店契約：本契約締結日より４年間
2.
本サービスの提供期間満了３か月前までに乙からの契約満了の意思表示がなく、かつ、カード発行会社
、カード会社、電子マネー発行会社及びPayPay社から特段の異議がない場合は、本契約は更に１年間
延長されるものとし、以降も同様とする。
3.
対面取引における加盟店契約に関して、乙は、本契約の有効期間中に、甲に対し本契約の中途解約を申
し入れることができないものとする。
4.
甲乙間において提供される本サービスを含むすべてのサービスについて、契約期間が延長されずに終了
または契約が解除もしくは解消された時は、本契約は終了するものとする。
5.
本契約終了後においても、チャージバックに基づく返還請求及び乙が負担すべき金銭については、その
処理に必要な限りにおいて本契約は有効に存続するものとする。

第１６条（連帯保証人）
1.
連帯保証人は、本契約に基づき乙が甲に対して負担するすべての債務につき、連帯して保証し乙と連帯
して履行の責を負う。
2.
連帯保証人が個人である場合、前項の連帯保証債務の極度額は５，０００万円とする。また、連帯保証
人は、乙から民法第４６５条の１０第１項各号に定める情報の提供を受けていることを確認する。また
、乙は甲に対し、乙が連帯保証人に提供したこれらの情報が真実かつ正確であることを表明し、保証す
る。

第１７条（協議）
本契約に定めなき事項または本契約について甲乙の解釈を異にした事項が生じたときは、甲乙誠意をも
って協議のうえ解決に努めることとする。

第１８条（裁判管轄）
甲乙間で訴訟の必要が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第１９条（チャージバック・支払いの拒絶・支払いの留保）
1. チャージバックとは、以下のいずれかに該当する場合を言う。
　①カード名義人のカード発行会社が、不当請求、不正利用と判断した場合を含め、いかなる理由であ
れ、該当決済がカード名義人口座より引き落とし前であればカード名義人への請求差し止め実施を、該
当決済が、カード名義人口座より引落後であれば組戻し返金を実施した場合。
　②甲がカード名義人のカード発行会社から、前項による請求差し止め又は組戻し返金通知を受けた場
合。
　③カード名義人のカード発行会社が、その判断により請求差し止め又は組戻し返金になると判断して
甲に通知した事により、甲において決済銀行に返還処理を行う場合。
　④決済認証銀行又は決済認証カード会社が、不当請求又は不正利用と判断した場合を含め、いかなる
理由であれ該当決済がカード名義人口座よりカード発行会社による引落前であればカード名義人への請
求差し止め実施を、該当決済がカード名義人口座よりカード発行会社による引落後であれば、カード発
行会社より組み戻し返金を実施した場合。
　⑤甲が、決済認証銀行又は決済認証カード発行会社より、前項による請求差し止め又は組戻し返金の

5 / 85 / 85 / 85 / 8

SCOグループ 加盟店利用規約

5 / 85 / 85 / 85 / 8



通知を受けた場合。
　⑥請求差し止め又は組戻し返金の通知を受けた場合。
2. 乙の行為が、以下に該当する場合、甲は債権譲渡代金の支払いを拒絶できるものとする。
　①乙が本規約に違反し、信用販売を行った場合。
　②一定期間において著しい決済増減が発生した場合。
　③チャージバックの割合が0.5％を超えた場合。
3.
乙の実施した信用販売に対し、以下に該当する場合、甲は債権譲渡代金の支払いを拒絶できるものとす
る。
　①チャージバックの発生時、又は発生する可能性があると甲が判断した場合。
　②認証先銀行又は決済認証カード会社が支払いを留保した場合。
4.
乙が行った信用販売について、甲が調査の必要があると認めた場合、甲はその調査が完了するまで、当
該信用販売に関わる会員の支払いを留保できるものとする。
5.
紛議を理由に会員が甲若しくは会員の所属するカード会社等に支払い停止の抗弁を申し出た場合、又は
チャージバックが確定した場合、当該紛争の対象である会員の支払いは以下の通りとする。
　①当該会員の未払いの場合は、甲は当該金員の支払いを留保、又は拒絶できるものとする。
　②当該会員が支払い済みの場合は、乙は甲の請求に応じ、甲所定の方法により当該金員を遅滞なく返
却するものとする。
　③当該抗弁事由が解消し、乙からそれを証する書面を添えてその価の通知があった場合、甲は乙に当
該金員を支払うものとする。
　④提携カード会社がチャージバックと判断した場合、乙は別紙に定めるチャージバック手数料を甲に
支払うものとする。
6.
提携カード発行会社の破産、会社更生、民事再生等により、甲が乙に支払うべき一部ないし全部の金員
の受領がなされなかった場合、甲の乙への支払い義務は消滅するものとする。
7.
甲が提携カード発行会社より受領できなかった場合、当該未払い部分について理由の如何を問わず、甲
は乙への支払いを留保又は拒絶できるものとする。

第２０条 （PCI DSSの遵守）
甲は、購入者のクレジットカードに関する情報を保存、処理又は送信する場合には、PCI
DSSの要件を遵守するものとする。

第２１条（退会）
乙が本サービスより退会する場合は、書面により90日前までに甲に対し通知を行うものとする。

第２２条（本オンラインサービスの利用許諾等）
1.
甲は乙に対し、本契約の有効期間中、乙が本契約を遵守する限りにおいて、甲が提供するソフトウェア
を乙の端末にインストールし、本オンラインサービスを利用することを許諾する。
2.
甲は、本オンラインサービス提供に必要な範囲で、乙が提供した乙に関する情報について、他の利用者
（顧客を含む）への情報提供のために利用（二次加工を含む)することができる。

個人情報の取り扱いについて

加盟店申請者および加盟店申請者の代表者は、今回提供する個人情報を株式会社スマートチェックアウ
ト（以下「当社」という。）が、下記のとおり取得・利用することに同意します。

1. 当社が取得する個人情報の利用目的
・サービスの提供および管理のため
・当社からのご連絡のため
・業務のご案内やご質問に対する回答のため
・電子メールや資料のご送付のため
・加盟店審査並びに本申請承認後の加盟店調査および取引継続に係る審査等のため

2. 当社が取得した個人情報の第三者への提供
当社は、次の場合を除いて、本人に関する個人情報を第三者に提供することはありません。
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・本人の同意がある場合、又は法令の定めに基づく場合

3. 当社が取得した個人情報の共同利用について
当社は、本人に関する個人情報を法令の定めに基づき共同利用することがあります。
当社は、上記の利用目的の範囲内で、当社グループ会社との間で以下のとおり個人データを共同して利
用することがあります。
(1)個人データの項目
加盟店申請者及び加盟店申請者の代表者の氏名、住所、性別、生年月日、電話番号、ＦＡＸ番号、電子
メールアドレスその他加盟店申請に関し当社が受領した情報
(2)共同利用するグループ会社の名称
株式会社iromas（所在地：東京都千代田区大手町１丁目６番１号大手町ビル３階）
株式会社dot2dot（所在地：東京都千代田区大手町１丁目６番１号大手町ビル３階）
一般社団法人デンタルリノベーション協会（所在地：東京都千代田区大手町１丁目６番１号大手町ビル
３階）
(3)個人データ管理責任者
「株式会社スマートチェックアウト」

4. 個人情報のための安全管理
当社は、本人に関する個人情報を保護するために必要な安全管理措置を講じています。ご提供いただい
た個人情報はサービスのご利用終了に伴い、当社の責任の下で適切に廃棄・消去いたします。

5. 開示・訂正・利用停止等の手続
当社に対してご提供されたご自身の個人情報の、利用目的の通知、開示、内容の訂正、追加又は削除、
利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を求めることができます。ご請求の手続は、後述の「個人
情報お問合せ窓口」へご連絡ください。

6. 個人情報を提供することの任意性及び提供いただけない場合について
当社が求める個人情報のご提供は任意ですが、ご提供いただけない場合には第1項の利用目的が達成出
来なくなります。

7. 個人情報の取扱いに関するお問合せ、苦情及び相談窓口について
個人情報の取扱いに関するお問合せ、苦情及びご相談につきましては、以下「個人情報お問合せ窓口」
にご連絡ください。

株式会社スマートチェックアウト　個人情報お問合せ窓口
TEL：03-6281-8883

加盟店情報交換制度に関する条項

加盟店申請者および加盟店申請者の代表者は加盟店審査並びに本申請承認後の加盟店調査および取引継
続に係る審査等の目的のため、当社が以下の情報を収集し、利用することに同意します。
また、当社が加盟する第3項の加盟店情報交換センター（以下「JDMセンター」という）に【1】(2)の
1.〜10.の情報（以下「加盟店情報」という）を登録するとともに、JDMセンターに登録されている情
報があるときは【1】(1)に定める目的の範囲内で当社およびJDMセンターに加盟する会員会社（以下「
JDM会員」という）が当該情報を共同利用することに同意します。

【1】加盟店情報の共同利用
(1) 共同利用の目的
割賦販売法に規定される認定割賦販売協会の業務として運用される加盟店情報交換制度において、加盟
店における利用者等の保護に欠ける行為（その疑いがある行為及び当該行為に該当するかどうか判断が
困難な行為を含む。）に関する情報及び利用者等を保護するために必要な加盟店に関する情報並びにク
レジットカード番号等の適切な管理及びクレジットカード番号等の不正な利用の防止（以下「クレジッ
トカード番号等の適切な管理等」という。）に支障を及ぼす加盟店の行為に関する情報及びクレジット
カード番号等の適切な管理等に必要な加盟店に関する情報を、ＪＤＭ会員がＪＤＭセンターに報告する
こと及びＪＤＭ会員に提供され共同利用することにより、ＪＤＭ会員の加盟店契約時又は途上の審査の
精度向上を図り、悪質加盟店の排除をするとともにクレジットカード番号等の適切な管理等を推進し、
クレジット取引の健全な発展と消費者保護に資することを目的としています。

(2) 共同利用する情報の内容
1.
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個別信用購入あっせん取引における、当該加盟店等に係る苦情処理のために必要な調査の事実及び事由
2.
個別信用購入あっせんに係る業務に関し利用者等の保護に欠ける行為をしたことを理由として個別信用
購入あっせんに係る契約を解除した事実及び事由
3.
クレジットカード番号等取扱契約における、当該加盟店等によるクレジットカード番号等の適切な管理
等を図るために必要な調査の事実及び事由
4.
クレジットカード番号等取扱契約における、当該加盟店等によるクレジットカード番号等の適切な管理
等のための措置が、割賦販売法に定める基準に適合せず、又は適合しないおそれがあると認めて当該加
盟店に対して行った措置（クレジットカード番号等取扱契約の解除を含む。）の事実及び事由
5.
利用者等の保護に欠ける行為に該当したもの（該当すると疑われる又は該当するかどうか判断できない
ものを含む。）に係る、ＪＤＭ会員・利用者等に不当な損害を与える行為に関する客観的事実である情
報
6.
利用者等（契約済みのものに限らない）からＪＤＭ会員に申出のあった内容及び当該内容のうち、利用
者等の保護に欠ける行為であると判断した情報（当該行為と疑われる情報及び当該行為が行われたかど
うか判断することが困難な情報を含む。）
7. 加盟店が行ったクレジットカード番号等の管理等に支障を及ぼす行為に関する情報
8.
行政機関が公表した事実とその内容（特定商取引に関する法律等について違反し、公表された情報等）
について、ＪＤＭセンターが収集した情報
9. 上記の他利用者等の保護に欠ける行為に関する情報
10.
前記各号に係る当該加盟店の氏名、住所、電話番号及び生年月日（法人の場合は、名称、住所、電話番
号、法人番号並びに代表者の氏名及び生年月日）。ただし、上記6.の情報のうち、当該行為が行われた
かどうか判断することが困難な情報については、氏名、住所、電話番号及び生年月日（法人の場合は、
代表者の氏名及び生年月日）を除く。

【2】加盟店情報を共同利用する共同利用者の範囲
協会会員であり、かつ、ＪＤＭ会員である、包括信用購入あっせん業者、個別信用購入あっせん業者、
クレジットカード番号等取扱契約締結事業者及びＪＤＭセンター

※ＪＤＭ参加会員一覧（https://www.j-credit.or.jp/download/202009_jdm.pdf）に掲載

【3】運用責任者
一般社団法人日本クレジット協会　加盟店情報交換センター（JDMセンター）
住所：〒103-0016　東京都中央区日本橋小網町14-1 住生日本橋小網町ビル
電話番号：03-5643-0011 （代表）
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